
問 問合せ先　申 申込み先　提 提出先　担 担当課

おたずね/広報情報課　☎21-8578

おたずね/広報情報課　☎21-8578

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
受
付

●
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

い
る
方
は
、
年
に
一
度
、
現

況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
手

当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
の
で
、
必
ず
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
対
象
の
方
に
は
６

月
下
旬
に
必
要
な
書
類
を
送

付
し
て
い
ま
す
。

●
提
出
期
間
／
８
月
１
日
㈫
～
31

日
㈭

※
土
日
窓
口
／
８
月
26
日
㈯
、
27

日
㈰ 

９
時
～
12
時 

本
庁
の
み ●問  問合せ先　●申  申込み先　●提  提出先　●担  担当課

おたずね/広報情報課　☎21-8578

▪ と　き／８月18日（金）13：30～16：00
▪ ところ／市役所本庁 会議室  ▪ 申込期限／８月10日（木）
▪ 対　象／ 市内に住所または勤務地がある
　　　　　 個人またはグループ（5人以内）
▪ 時　間／1人（グループ）30分以内
▪ 広報情報課まで電話で要申込

市長とふれあいトーク～わたしの政策提案日～

※�「市長とふれあいトーク」は市民の皆さんとの情報交換の場であり、陳情・
要望・苦情等の直接交渉の場ではありませんのでご理解ください。

●
今
回
か
ら
住
民
票
の
提
出
は
、

原
則
不
要
で
す
。
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

問
提

子
ど
も
政
策
課（
☎
�
６
６
０
４
）

　

各
支
所
福
祉
担
当
課

特
別
児
童
扶
養
手
当
・

特
別
障
が
い
者
手
当
等
の

現
況
届
受
付

●
特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
障

が
い
者
手
当･

障
が
い
児
福
祉

手
当･

経
過
的
福
祉
手
当
を
受

給
し
て
い
る
方
は
、
年
に
一
度

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
手
当

が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の

で
、必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
の
方
に
は
必
要
な
書
類
を

送
付
し
ま
す
。

●
提
出
期
限
／
９
月
11
日
㈪

問
提

福
祉
推
進
課（
☎
�
６
９
５
９
）

　

各
支
所
福
祉
担
当
課

特
別
児
童
扶
養
手
当･

障
が
い
児
福
祉
手
当･

特
別
障
が
い
者
手
当
の
申
請

【
①
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

●
対
象
／
心
身
に
中
度
か
ら
重
度

の
障
が
い
が
あ
る
20
歳
未
満
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

●
月
額
／
１
級
５
１
，４
５
０
円

２
級
３
４
，２
７
０
円

※
児
童
が
施
設
入
所
中
の
場
合
は

受
給
で
き
ま
せ
ん
。

【
②
障
が
い
児
福
祉
手
当
】

●
対
象
／
重
度
の
障
が
い
の
状
態

に
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
で
常

時
の
介
護
を
必
要
と
す
る
児
童

●
月
額
／
１
４
，５
８
０
円

※
児
童
が
施
設
入
所
中
の
場
合
は

受
給
で
き
ま
せ
ん
。

【
③
特
別
障
が
い
者
手
当
】

●
対
象
／
20
歳
以
上
の
方
で
心
身

に
著
し
く
重
度
の
障
が
い
が
あ

る
た
め
、
日
常
生
活
で
常
時
特

別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
方

●
月
額
／
２
６
，８
１
０
円

※
施
設
入
所
、
も
し
く
は
３
か
月

以
上
継
続
し
て
入
院
、
入
所
中

の
場
合
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

【
①
②
③
共
通
】

●
い
ず
れ
の
制
度
も
所
得
要
件
が

あ
り
ま
す
。

●
各
手
当
の
月
額
は
、
物
価
の
変

動
等
に
よ
り
改
定
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

問
申

福
祉
推
進
課（
☎
�
６
９
５
９
）

　

各
支
所
福
祉
担
当
課

福
祉
医
療
費
医
療
証
の

更
新
申
請

●
福
祉
医
療
証
を
お
持
ち
の
方

は
、
９
月
末
で
有
効
期
限
が
満

了
と
な
り
ま
す
。
対
象
の
方
に

は
７
月
末
に
ご
案
内
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
更
新
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

●
受
付
期
間
／
８
月
１
日
㈫
～
31

日
㈭（
閉
庁
日
を
除
く
）

●
所
得
制
限
に
よ
り
前
年
度
非
該

当
と
な
っ
た
方
も
、
７
月
か
ら

所
得
判
定
年
度
が
変
わ
り
ま
す

の
で
、再
度
申
請
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉
手
帳

を
お
持
ち
の
方
で
、
有
効
期
限

が
７
月
末
か
ら
９
月
末
ま
で
の

方
は
、
先
に
同
手
帳
の
更
新
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
申

福
祉
推
進
課（
☎
�
６
６
９
４
）

　

各
支
所
福
祉
担
当
課

障
が
い
の
あ
る
方
の

日
常
生
活
用
具
の
給
付
品
目
追
加

●
障
が
い
の
あ
る
方
へ
の
日
常
生

活
用
具
給
付
事
業
の
給
付
品
目

に
、
次
の
３
つ
を
追
加
し
ま
し

た
。

●
追
加
品
目

　

①
視
覚
障
が
い
者
用
血
圧
計

　

②
人
工
内
耳
用
イ
ヤ
ー
モ
ー
ル
ド

　

③
補
聴
器
・
人
工
内
耳
用
乾
燥
機

●
給
付
に
は
、
事
前
の
申
請
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は
お
た
ず
ね

く
だ
さ
い
。

問
申

福
祉
推
進
課（
☎
�
６
９
６
１
）

　

各
支
所
福
祉
担
当
課

島
根
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

委
員
選
挙
人
名
簿
登
載
申
請

●
９
月
１
日
現
在
で
、
海
区
漁
業

調
整
委
員
会
の
選
挙
人
名
簿
を

調
製
し
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、

９
月
１
日
か
ら
５
日
ま
で
に
申

請
書
を
市
選
挙
管
理
委
員
会
に

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

●
該
当
者
／
①
１
年
に
90
日
以
上

漁
船
を
使
用
す
る
漁
業
を
営
み

ま
た
は
こ
れ
に
従
事
す
る
方　

②
平
成
29
年
12
月
５
日
現
在
で

満
18
歳
以
上
の
方

問

出
雲
市
選
挙
管
理
委
員
会

　
（
☎
�
６
５
５
９
）

お
知
ら
せ

募

　集

相

　談

お
知
ら
せ

募

　集

相

　談

お
知
ら
せ

募
　
集

相
　
談
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農
用
地
区
域
か
ら
の

除
外
の
申
し
出

●
農
業
振
興
地
域
の
農
用
地
区
域

の
農
地
を
宅
地
等
に
転
用
す
る

た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
農
用

地
区
域
か
ら
除
外
し
た
う
え
で

転
用
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

●
該
当
す
る
方
は
、
必
要
書
類
を

添
え
て
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

●
申
出
期
間
／
８
月
１
日
㈫
～

31
日
㈭（
次
回
の
申
出
受
付

は
平
成
30
年
２
月
に
な
り
ま

す
。）

問
申

農
業
振
興
課（
☎
�
６
７
６
２
）

　

斐
川
地
域
：
斐
川
支
所
産
業
建
設

課（
☎
�
９
２
２
０
）

農
業
振
興
地
域
整
備
変
更

計
画
案
の
縦
覧

●
縦
覧
期
間
／
８
月
１
日
㈫
～
31

日
㈭

●
出
雲
農
業
振
興
地
域
整
備
計

画
の
農
用
地
利
用
計
画
を
変

更
し
ま
す
の
で
、
そ
の
理
由

書
お
よ
び
計
画
図
書
を
縦
覧

し
ま
す
。

※
出
雲
市
民
に
限
り
、
８
月
31
日

㈭
ま
で
に
意
見
書
の
提
出
が
で

き
ま
す
。

問
申

農
業
振
興
課（
☎
�
６
７
６
２
）

　

斐
川
地
域
：
斐
川
支
所
産
業
建
設

課（
☎
�
９
２
２
０
）　

集
落
営
林
モ
デ
ル
事
業

●
新
た
に
集
落
で
林
業
経
営
に
取

り
組
む
団
体（
３
戸
以
上
の
構

成
員
）を
対
象
に
、
林
業
経
営

に
必
要
な
推
進
活
動
費
や
施

設
・
機
械
整
備
費
に
対
す
る
補

助
を
行
い
ま
す
。
集
落
内
の
森

林
資
源
を
活
用
し
て
行
う
林
産

物
の
生
産
・
販
売
や
、
森
林
施

業
の
受
託
事
業
が
対
象
で
す
。

申
込
方
法
等
に
つ
い
て
は
お
た

ず
ね
く
だ
さ
い
。

問
申

森
林
政
策
課（
☎
�
６
９
９
６
）

有
害
鳥
獣
侵
入
防
止
柵
設
置

事
業
の
要
望
調
査

●
出
雲
市
有
害
鳥
獣
被
害
対
策
協

議
会
で
は
、
平
成
30
年
度
に
、

シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
に
よ
る
農
作

物
の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
の

侵
入
防
止
柵
を
無
償
で
貸
与
す

る
事
業
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

●
こ
の
事
業
は
３
戸
以
上
の
農
業

者
等
が
共
同
で
侵
入
防
止
柵
を

設
置
し
、
維
持
管
理
す
る
こ
と
な

ど
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。
平
成
30

年
度
の
実
施
に
向
け
、
要
望
調
査

を
行
い
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方

は
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
限
／
９
月
29
日
㈮

問

申

出
雲
市
有
害
鳥
獣
被
害
対
策

協
議
会
事
務
局（
森
林
政
策
課

　

☎
�
６
２
７
９
）

島
根
県
市
長
会
職
員

採
用
試
験

●
試
験
日
／
第
１
次（
筆
記
試
験
）　

９
月
17
日
㈰
、
第
２
次（
作
文
、

面
接
）10
月
22
日
㈰

●
試
験
会
場
／
島
根
県
市
町
村
振

興
セ
ン
タ
ー
（
松
江
市
）

●
受
験
資
格
／
高
校
卒
業
以
上

で
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
民

間
企
業
等
に
お
い
て
５
年
以
上

の
実
務
経
験（
経
理
、
労
務
等

の
一
般
事
務
）が
あ
る
方

●
採
用
人
員
等
／
一
般
事
務
１
名

●
勤
務
先
／
島
根
県
市
町
村
振
興

セ
ン
タ
ー
（
松
江
市
）

●
採
用
時
期
／
平
成
30
年
４
月

●
申
込
期
間
／
７
月
31
日
㈪
～
８

月
10
日
㈭

●
受
験
案
内
・
申
込
書
設
置
場
所

／
島
根
県
市
町
村
振
興
セ
ン

タ
ー
１
階
ロ
ビ
ー
（
市
役
所
１

階
市
民
課
東
側
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

コ
ー
ナ
ー
で
も
お
取
り
い
た
だ

け
ま
す
。）

問
申

島
根
県
市
長
会
事
務
局

　
（
☎
０
８
５
２
�
４
１
８
６
）

（
担
秘
書
課
）

おたずね／農業振興課　☎２１－６５８２

熱中症の発生が急増する時期になりました。
次のことに注意して農作業中の熱中症を予防しましょう。

　①日中の気温の高い時間帯を外して作業を行いましょう。
　②こまめな休憩、水分補給を行いましょう。
　　＊木陰などの涼しい休憩場所を必ず確保しておきましょう。
　③熱中症予防グッズを活用しましょう。
　　＊屋外では帽子、吸汗速乾性素材の衣服、屋内では送風機など

を活用しましょう。
　④単独での作業を避けましょう。
　　＊作業は２人以上で行うか、時間を決めてお茶を運びあうなど、

定期的に異常がないか確認しあうようにしましょう。
　⑤高温多湿の環境を避けましょう。
　　＊作業場所には、日よけを設ける等、できるだけ日陰で作業を

するようにしましょう。
　　＊ハウス等の施設内では、風通しを良くするなどして気温や湿

度が高くなりすぎないようにしましょう。

農作業中の熱中症に
注意してください

おたずね／防災安全課　☎２１－６６０６

出雲市防災訓練を実施します
と　き  ９月１日（金）
ところ  市役所、古志スポーツセンターほか

訓練の目的
　避難勧告等のガイドラインの改正を受け、
避難勧告等の発令訓練、住民避難など実践
的な訓練を行い、市民の防災意識の向上を
図ります。

災害想定  土砂災害
訓練の概要

 ①出雲市災害対策本部の立ち上げ訓練
②避難勧告等の発令訓練
③情報収集、災害対応訓練
④住民の避難訓練
⑤避難所設置・運営訓練

お
知
ら
せ

募
　
集

相
　
談
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